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　千早赤阪村Instagramを活用した情報発信委託業務公募型プロポーザルに関し、下記のとおり質疑書の提出がありましたので、回答
します。

あくまでもサンプルであるため、場所の特定はしておりません。

実施要領　P3　「８　企画提案書の提出」（２）企画提案書
イ③について、ア・イを踏まえたフィールド投稿、リール投稿の
サンプルを１投稿以上とありますが、こちらは、実際に現地で撮
影し編集した動画を１本提出ということでしょうか？
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千早赤阪村Instagramを活用した情報発信委託業務公募型プロポーザルに係る質疑回答について


